
　白石地区の人たちによって、毎年５月にとり行われている、
ヒノキの葉と青竹で作った神輿に疫病神をはじめ台風や雷な
ど荒ぶる神を封じ込めて村から追放し、その年１年の無病息
災を願う民俗行事である「白石の神送り」が、埼玉県の無形
民俗文化財に指定されました。３月２１日にさいたま市民会
館で指定書交付式が行われ、白石区の鈴木正義さん、渡邉均
さん、坂本年さんが出席されました。
　昔、疫病が発生して多くの住民が冒された時、村にやって
来た一人の行者に、疫病退散の祈祷をお願いしました。煎っ
た大豆を紙に包んで病人の体をさすり、それを青竹に結び道
路の三本辻に立てま
した。さらに、「悪
病神を送るよ、風の
神を送るぞ」などと
墨書した小旗を立て
て祈祷すると、病人
は数日後に皆全快し
たのが起源といわれ
ています。

 白石の神送り  
　　　　 県指定無形民俗文化財に指定

東西小学校統合決定

 校名は「槻川小学校」
　東西小学校の統合に関する議案が、３月の定
例議会で可決成立しました。
　このことによって、平成２５年４月１日から
「槻川小学校」が誕生し、その前日、東西小学校
が廃止されます。校舎は東小学校校舎が使われ
ます。
　西小学校体育館は、平成２４年度中に耐震工
事が行われ、その後は社会体育用の体育館とし
て使う予定ですが、校舎については、耐震の問
題もあり、具体的な活用方向は決まっていませ
ん。統合に向けては、準備委員会（仮称）を P
T A と学校関係者で立ち上げて、１年をかけて
準備を進めます。
　村および村教育委員会では、統合に関する各
種の協議が、「子供たちの未来」に向かって、
順調に議論が進み、ここに結論が得られました
ことに対して、村民各位のご理解の賜物と深く
感謝申し上げます。　　東秩父村教育委員会

学生納付特例制度について
　２０歳以上の方は、学生であっても国民年金

に加入しなければなりません。しかし、学生の

方は一般的に所得がない場合や所得が少ないた

め、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金

保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」

があります。

●対象となる学生は

　大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等

専門学校、専修学校および各種学校（修業年限

１年以上である課程）、一部の海外大学の日本

分校に在学する方です。

　また、夜間・定時制課程や通信課程の方も含

まれます。

●学生納付特例の承認期間は

　４月（または２０歳誕生月）から翌年３月まで

です。学生納付特例を承認された方で、引き続

き同じ学校に在学予定である場合、４月始めに

「学生納付特例申請書（はがき）」が送られて

きますので、引き続き学生であれば、必要事項

を記入のうえご返送ください。ただし、在学す

る学校などを変更された方は、村役場国民年金

担当窓口で申請手続きが必要です。

＊学生でない３０歳未満の方の場合には、本人

　および配偶者の所得が一定額以下の場合に、

　国民年金保険料の納付が猶予される「若年者

　納付猶予制度」があります。

＊これらの制度の申請を行わず、保険料を未納

　のままにしておくと、不慮の事故などにより

　障害が残った場合に、障害年金を受けること

　ができなくなります。なお、承認された期間

　は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間

　に算入されますが、年金額には反映されませ

　ん。就職などで、収入が得られるようになっ

　た場合は将来受け取る年金を増額するため、

　１０年以内であれば、保険料を納めることが

　できる「追納制度」が利用できます。

問合せ　役場住民福祉課 　　   82－1221 

　　　　秩父社会保険事務所    0494-27-6561
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災害時の物資輸送　
　　県トラック協会と協定

 心身軽やか運動教室　★健診前の第一プログラム★
　暖かな季節になりました。今年は運動教室を昼間と夜の２つの　
コースで実施します。普段あまり運動をしない方も、ぜひご参加
ください。体を少しずつほぐして、身も心も軽くなりましょう！
日　　程　昼間のコース  木曜 午後１時30分～３時（６回）
　　　　　　４月19日・26日／５月10日・17日・24日・31日
　　　　　夜のコース 水曜 午後７時～８時30分（６回） 
　　　　　　６月６日・13日・20日・27日／７月４日・11日
会　　場　保健センター
持ちもの　運動のできる服装、運動靴（内履き)、タオル、飲み物
講　　師　健康運動指導士 遠藤 良江 先生
対　　象　おおむね３０歳～６５歳までの在住・在勤者
申 込 み　４月１３日（金）までにお申込みください。昼間と夜
　　　　　の両方を申し込むこともできます。
定　　員　３０名になり次第締め切ります。
問 合 せ　保健センター  　８２－１５５７


